
６

　

｢

子
ど
も
福
祉
医
療
制
度｣｢

障
が
い
児

(

者)

の
福
祉
医
療
制
度｣

の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
か
た
は
、
申
請
す
る
と｢

福
祉

医
療
費
受
給
者
証｣

が
交
付
さ
れ
、
診
療

の
際
に
受
給
者
証
と
健
康
保
険
証
を
一

緒
に
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で
、

保
険
診
療
の
自
己
負
担
分(

１
〜
３
割)

が
助
成
さ
れ
ま
す
。
申
請
と
変
更
の
手

続
き
は
お
忘
れ
な
く
。

◆
申
請
と
変
更
手
続
き
の
窓
口

①
子
ど
も
の
福
祉
医
療
制
度
は

　

子
ど
も
総
務
課(

市
役
所
２
階)

☎(

８
８
８)

５
６
９
１

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
８
８)

５
６
９
３

②
障
が
い
児(

者)

の
福
祉
医
療
制
度
は

　

障
が
い
福
祉
課(

市
役
所
１
階)

☎(

８
８
８)

５
６
６
３

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
８
８)

５
６
６
４

＊
①
②
と
も
各
市
民
Ｓ
Ｃ(

中
央･

東
部･

南
部
別
館
を
除
く)

、
駅
東
Ｓ
Ｃ
で
も

受
け
付
け
ま
す
。

①
子
ど
も
の
福
祉
医
療
制
度
の
対
象

(

今
年
８
月
以
降)

　

今
年
８
月
か
ら
制
度
を
拡
充
し
、
要

件
の
う
ち
、｢

未
就
学
児｣

の
所
得
制
限

を
撤
廃
し
、｢

小
学
生｣

の
所
得
制
限
基

準
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

▼
０
歳(

全
員)

　

入
院･

通
院
医
療
費
を
全
額
助
成
し
ま

す
。
所
得
確
認
あ
り

▼
１
〜
６
歳(

全
員)

　

入
院･

通
院
医
療
費
を
助
成
し
ま
す
。

所
得
確
認
あ
り

▼
小･

中
学
生

　

入
院･

通
院
と
も
に
所
得
制
限
あ
り

＊
お
子
さ
ん
が
１
歳
以
上
で
市(

区
町
村)

民
税
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て
い
る
世

帯
は
、
自
己
負
担
額
の
半
額
を
お
支

払
い
い
た
だ
き
ま
す
。
０
歳
の
お
子

さ
ん
は
自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

＊
自
己
負
担
は
、
医
療
機
関(

入
院･

通

院
そ
れ
ぞ
れ)

や
薬
局
ご
と
に
月
額

１
千
円
が
上
限
で
す
。

●文中の｢SC｣はサービスセンターの略

▼
ひ
と
り
親
家
庭
、
父
母
が
い
な
い
家

庭
、
父
か
母
が
重
度
の
身
体
障
害
者

手
帳
を
お
持
ち
の
家
庭

　

18
歳
ま
で
の
お
子
さ
ん(

18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で)

が
対
象
で
す
。
所
得
制
限
あ
り
。
お

子
さ
ん
が
就
職
な
ど
で
、
社
会
保
険

本
人(

※)

に
な
る
と
該
当
し
ま
せ
ん

②
障
が
い
児(

者)

の福
祉
医
療
制
度
の
対
象

▼
重
度
障
が
い
児(

者)

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
か
療
育

手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の
か
た
。
社
会
保

険
本
人(

※)

は
所
得
制
限
あ
り

▼
高
齢
者
身
体
障
が
い
者

　

65
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳
４
〜

６
級
を
お
持
ち
の
か
た
。
所
得
制
限

あ
り
。
社
会
保
険
本
人(

※)

は
該
当
し

ま
せ
ん

※
＝
秋
田
市
国
民
健
康
保
険
、
国
民
健

康
保
険
組
合
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
以
外
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の

こ
と

◆
更
新
申
請
書
を
お
送
り
し
ま
し
た

　

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
は
、
毎
年
８

月
１
日
に
更
新
さ
れ
ま
す
。
受
給
者
証

の
有
効
期
間
が
、
今
年
７
月
31
日
(金)
ま

で
の
か
た
へ
、
６
月
に
更
新
申
請
書
を

お
送
り
し
ま
し
た
。

　

申
請
書
を
期
限
ま
で
に
提
出
し
た
か

た
に
は
、
７
月
下
旬
に
支
給
判
定
結
果

を
お
知
ら
せ
し
ま
す(
受
給
対
象
者
に
は

新
し
い
受
給
者
証
を
同
封
し
ま
す)

。

◆
新
規
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　

新
た
に
受
給
者
証
を
申
請
す
る
場
合

は
、
対
象
が｢

乳
幼
児･

小
中
学
生｣

の
か

た
は
７
月
６
日
(月)
か
ら
、
そ
れ
以
外
の

対
象
の
か
た
は
７
月
13
日
(月)
か
ら
、
上

記
の｢

申
請
と
変
更
手
続
き
の
窓
口｣

で

受
け
付
け
ま
す
。

　

な
お
、
８
月
か
ら
の
制
度
拡
充
に
伴

い
、
現
在
、
子
ど
も
福
祉
医
療
の
受
給

者
証
を
お
持
ち
で
な
い
制
度
拡
充
の
対

象
年
齢(

小
学
生
以
下)

の
お
子
さ
ん
が
い

る
世
帯
に
は
、
５
月
下
旬
に
申
請
書
を

お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
書
を
期
限
ま
で
に
提
出
し
た
か

た
に
は
、
７
月
下
旬
に
支
給
判
定
結
果

を
お
知
ら
せ
し
ま
す(

受
給
対
象
者
に
は

新
し
い
受
給
者
証
を
同
封
し
ま
す)

。
未

提
出
の
か
た
や
、
転
入
な
ど
に
よ
り
申

請
を
さ
れ
て
い
な
い
か
た
は
、
上
記
の

窓
口
で
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

＊
令
和
元
年
度
に
所
得
制
限
を
超
え
た

た
め
該
当
し
な
か
っ
た
か
た
で
も
、

申
請
に
よ
り
今
年
度
は
該
当
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

＊
ひ
と
り
親
家
庭
の
か
た
で
、｢

乳
幼
児

･

小
中
学
生｣

の
福
祉
医
療
制
度(｢

対

象
区
分
お
よ
び
負
担
者
番
号｣

の
上
２

ケ
タ
が｢

74｣)

を
お
持
ち
の
か
た
は
、

申
請
に
よ
り｢

ひ
と
り
親
家
庭｣

の
制

度
に
切
り
替
え
る

こ
と
が
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
助
成
さ
れ
る

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
申
請
を
お
忘
れ
な
く

８
月
か
ら

｢

未
就
学
児｣｢

小
学
生｣

の
要
件
を
拡
充
し
ま
す

文中の｢広報ID番号｣を、秋田市ホームページ上の
検索画面(右)に入力すると当該ページへ移行します ｢広報ID番号｣をここに入力！
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児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
か
た

へ
、
現
況
届
の
用
紙(

薄
緑
色)

を
６
月

上
旬
に
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
現
況
届

は
、
法
令
に
よ
り
６
月
中
に
提
出
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ま
だ
の

か
た
は
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
予
防
の
た
め
、
郵
送(

郵
送
料
は
自
己

負
担)

で
の
提
出
、
ま
た
は
電
子
申
請
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

郵
送
の
場
合
は
次
の
宛
先
へ

〒
０
１
０-

８
５
６
０

秋
田
市
役
所
子
ど
も
総
務
課

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
た
電
子
申
請

の
場
合
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ど
う
ぞ

〈
広
報
ID
番
号 

１
０
０
５
９
５
６
〉

＊
公
務
員
は
職
場
で
の
手
続
き
に
な
り

ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　

　
子
ど
も
総
務
課
☎(

８
８
８)

５
６
８
９

　

里
帰
り
出
産
や
入
院

な
ど
一
時
的
に
県
外
に
滞

在
し
、
滞
在
先
の
医
療
機
関

で
定
期
予
防
接
種(

お
子
さ
ん
の
四
種
混

合
や
Ｂ
型
肝
炎
、
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
な
ど)

を
受
け
る
場
合
は
、
市

が
発
行
す
る｢

予
防
接
種
実
施
依
頼
書｣

が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
依
頼
書
発
行
の
申
請
書
は
健

康
管
理
課(

八
橋
の
市
保
健
所
内)

へ
提
出

し
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
発
行
ま
で
に

２
週
間
程
か
か
り
ま
す
の
で
、
早
め
の

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

接
種
費
用

一
旦
全
額
を
自
己
負
担
で
お
支
払
い
く

だ
さ
い
。
そ
の
後
、
申
請
に
よ
り
、
市

の
定
め
る
額
の
範
囲
内
で
助
成
し
ま
す

申
請
方
法

健
康
管
理
課
に
あ
る
申
請
書
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

〈
広
報
ID
番
号 

１
０
０
５
５
７
９
〉

●
問
い
合
わ
せ
　

　
健
康
管
理
課
☎(

８
８
３)

１
１
７
９

　

昭
和
37
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
54
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
男
性
へ
、

風
し
ん
の
抗
体
検
査･

予
防
接
種
を
無

料
で
受
診
で
き
る
、
令
和
２
年
度
用
の

ク
ー
ポ
ン
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
３
月
以
降
に
秋
田

市
へ
転
入
し
た
か
た
に
は
、
６
月
下
旬

に
ク
ー
ポ
ン
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
や
そ

の
配
偶
者
な
ど
へ
の
抗
体
検
査･

予
防
接

種
の
助
成
も
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　

　
健
康
管
理
課
☎(

８
８
３)

１
１
７
９

 【寄付者】株式会社たけや製パン
　新型コロナウイルスの影響で、東北地方の祭りが相次

いで中止となる中で、地元に寄り添った応援をしたいと

の思いから、同社から竿燈まつりを主催する秋田市竿燈

まつり実行委員会(会長が穂積市長)に対して、20万円の

寄付がありました。

秋田市竿燈まつり実行委員会事務局

(観光振興課内)☎(888)5602

 【寄付者】株式会社那波商店
　新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、北部市民

SCの関係施設で使用して

ほしいと、同社から、手指

消毒用のアルコール消毒液

240本を寄付していただき

ました。

北部市民SC☎(845)2261

６月９日の贈呈式で。同社の安東龍雄
代表取締役専務(右から２人目)、髙橋
秀幸営業部次長(右端)、加藤勇人営業
部次長(左端)

右の写真は６月12日の贈呈式で。
那波尚志代表取締役(左)と碇

いかり

谷
や

所長。消毒液は、県内９つの酒蔵が
酒造技術を応用して共同開発した商品です

たくさんの寄付ありがとうございます

児
童
手
当
現
況
届
の

提
出
は
お
済
み
で
す
か

県
外
で
の
予
防
接
種
に
は

依
頼
書
が
必
要
で
す

風
し
ん
の
抗
体
検
査･

予
防

接
種
の
無
料
ク
ー
ポ
ン
券

同社製品の包装には、
竿燈まつりをモチー
フにしたシールを貼り
付けて｢がんばろう東
北！｣のエールも！


